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ほか 

 

 本準備書面は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研

究所 地震防災研究領域領域長である野津厚氏の意見書（甲１２７）に基づいて、

島根原発が「震源が敷地に極めて近い場合」に該当することについて、従前の主張

を補充するものである。 

 

第１ 島根原発は「震源が敷地に極めて近い場合」に該当する 

１ 地震ガイドの定め  
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⑴  基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド（地震ガイド）の５頁では、

「震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価においては、地表に変位を伴

う断層全体（地表地震断層から震源断層までの断層全体）を考慮した上で、

震源モデルの形状及び位置の妥当性、敷地及びそこに設置する施設との位

置関係、並びに震源特性パラメータの設定の妥当性について詳細に検討さ

れていることを確認する」と規定されている。 

⑵  ここで、「地表に変位を伴う断層全体（地表地震断層から震源断層までの

断層全体）を考慮」するとは、例えば深さ２ｋｍ程度以深の深部断層だけを

考えるのではなく、深さ０ｋｍ～２ｋｍ程度の浅部断層を含めた断層全体

を考えるという意味である。すなわち、表１に示す通り、地震ガイドにおい

ては、「震源が敷地に極めて近い場合」には浅部断層の考慮を求めている一

方で、それ以外の場合は浅部断層の考慮を求めていない。 

⑶  これは、図１の概念図からも直感的にわかるように、震源が敷地に極めて

近くない場合（図１上）は、浅部断層と深部断層から敷地までの距離に決定

的な違いはないため、浅部断層で生成された地震波と深部断層で生成され

た地震波が敷地に到達するまでに減衰する程度に決定的な違いはなく、も

ともと震源で生成される地震波の大部分は深部断層で生成されることも併

せて考慮すると、敷地に到達する地震波の大部分は深部断層に由来するも

のとなり、浅部断層の影響を無視したとしてもそれほどの不都合は無いの

に対し、震源が敷地に極めて近い場合（図１下）は、深部断層で生成される

地震波は敷地に到達するまでに減衰するのに対し、浅部断層で生成される

地震波は、距離が近い分、あまり減衰せずに敷地に到達することになり、仮

に浅部断層で生成される地震波の割合は小さかったとしても、敷地に到達

する地震波の中で浅部断層に由来する地震波が大きな割合を占める可能性

があり、これを無視することは不都合であるためである。 

⑷  地震ガイドにおいて「震源が敷地に極めて近い場合」に限り浅部断層の考
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慮を求めていることから、地震ガイドにおける「震源が敷地に極めて近い場

合」とは「浅部断層の影響が無視できない場合」に他ならないことがわかる。 

⑸  そこで、島根原発が宍道断層に対して、浅部断層の影響が無視できる場

合に該当するかを以下に検討する。 

 

表１ 地震ガイドにおける浅部断層の取扱 

震源と敷地との関係 浅部断層の考慮の要否 

震源が敷地に極めて近い場合 浅部断層の考慮を求めている 

上記以外の場合 浅部断層の考慮を求めていない 

 

 
図１ 震源が敷地に極めて近い場合（上）とそうでない場合（下）の浅部断層の影

響度合いの概念図 
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２ 島根原発は「震源が敷地に極めて近い場合」に該当する  

⑴  図２に島根原発と宍道断層とのおよその位置関係を示す。これはほぼ西

側から見た断面図である。債務者が原子力規制委員会に提出した基準地震

動策定に係る資料（乙１０１）では、図に黒線で示すアスペリティを含む２

ｋｍ以深の深部断層から短周期の地震波が生じることを想定しているが、

図に赤線で示す「浅部断層」も短周期の地震波を出す可能性がある。 

⑵  そして、浅部断層は図からわかるように、原発の敷地に極めて近いから、

浅部断層で生成される短周期の地震波が、距離が近い分、原子力発電所に大

きな影響を及ぼす恐れがある。したがって、島根原発は宍道断層に対して

「浅部断層の影響が無視できない場合」すなわち「震源が敷地に極めて近い

場合」に該当することがわかる。 

 

図２ 島根原発と宍道断層とのおよその位置関係 

（ほぼ南側から見た断面図） 
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⑶  債務者が基準地震動の策定において浅部断層から生じる短周期の地震波

を考慮に入れていないところを見ると、地震時に浅部断層が短周期の地震

波を生じないと期待しているのかもしれない。もちろん結果的にそうなれ

ば良いが、原子力発電所のような重要施設の耐震性の検討は、そのような楽

観的な見通しの下に進めるべきでは無い。 

宍道断層は地表で変位が観測されている活断層であるから、過去には深

部断層だけでなく浅部断層も断層運動が生じたことは間違いない。断層運

動が生じればそれに伴い短周期の地震波が生じる恐れがあるので（後述）、

その検討を行うべきである。 

 

第２ アスペリティの上端深さと敷地での地震動の関係 

１ 試みに、宍道断層について、アスペリティ上端深さと敷地での地震動の短周

期レベルの関係を検討してみる。ここで対象とするのは短周期の地震波である。

浅部断層が長周期のみならず短周期の地震波を出す可能性について考慮するこ

とは地震ガイドで求められている。 

このことは地震ガイド５頁に「浅部における断層のずれの進展の不均質性が

地震動評価へ及ぼす影響を検討する」と書かれていることからわかる（下線債

権者ら）。 

要は、強震動の専門家の間では、断層面上におけるすべり（ずれ）の不均質

性が短周期地震動の成因となることは常識であり、すべりの不均質性の影響を

考えるということは、短周期地震動の生成を考えるということとほとんど同義

だからである。すべりの不均質性が短周期地震波を生むことについては様々な

研究者により述べられており、例えば小山1は「周期が数分の一から数十分の一

秒の短周期地震波は...もともと断層面上の不均質領域（断層パッチ）のランダ

ムな破壊に依存していると考えられている」と述べている。 

 
1 小山順二(1987)，短周期地震波の方位依存性，地震 2，第 40 巻，pp.397-404． 
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２ 「浅部断層の存在する地表から深さ２ｋｍ付近までの岩盤は、大きな応力を

ため込むほど強度が大きくないので、強い地震波を放射するような断層破壊が

発生しない」と楽観的に考えてしまう場合も多いが、これだけでは定性的な検

討であり十分に科学的な検討とは言えない。 

 

 

図３ 宍道断層に沿ったＳ波速度構造 

（全国１次地下構造モデル（暫定版）2に基づく） 

 

３ 図３は全国１次地下構造モデル（暫定版）１に基づき、宍道断層に沿い、Ｓ波

速度３５０ｍ/ｓ、２０００ｍ/ｓ、２４００ｍ/ｓ、３２００ｍ/ｓ、３４００ⅿ

/ｓの各地層の上端深度をプロットしたものである。この図から、地震基盤に相

当する S 波速度３２００ⅿ/ｓの極めて堅固な岩盤が深さ５００ｍ付近まで迫

っている箇所もあり、この深さでは岩盤が大きな応力をため込む可能性があり、

その応力が解放されることにより、強い地震波を放射するような断層破壊が発

生する可能性がある。 

 
2 全国１次地下構造モデル（暫定版），https://www.jishin.go.jp/evaluation/seismic_hazard 

_map/lpshm/12_choshuki_dat/． 
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４ 岩盤がどの程度の応力をため込むことができるかに関しては、既往の岩石実

験の結果に基づいて岩盤の強度|𝜏| （単位は MPa）を推定するための式として

Byerlee の式34がある。 

 

|𝜏| = �
50 + 0.6𝜎�⋯𝜎� > 200MPa
0.85𝜎�⋯𝜎� < 200MPa

 

 

上記の𝜎�は断層面に対して垂直な方向の応力である（単位は MPa）。岩盤の

密度を２５００ｋｇ/ｍ３とすれば、深さ１０００ｍにおける鉛直方向の有効応

力（水圧の分を差し引いた応力のこと）𝜎�′は１４．７MPa 程度となる。応力が

等方的であることを仮定し、𝜎�も１４．７MPa 程度であるとすれば、岩盤の強

度|𝜏|は１２．５MPa 程度となる。 

つまり、深さ１０００ｍ付近の岩盤は１２．５MPa 程度の応力をため込むこ

とができるのであり、「浅部断層の存在する地表から深さ２ｋｍ付近までの岩

盤は、大きな応力をため込むほど強度が大きくないので、強い地震波を放射す

るような断層破壊が発生しない」と楽観的に考えることは誤りであることがわ

かる。 

仮に１２．５MPa のせん断応力が地震時にすべて解放されれば、応力降下量

は１２．５MPa となり、債務者が「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」

の策定において考慮しているアスペリティの応力降下量と同程度の値となる。

すなわち、深さ１０００ｍ付近でアスペリティの破壊が生じたとしても不思議

ではない。深さ５００ｍにおいても、同様に考えれば、６．２MPa 程度の応力

降下量を伴う破壊が生じることは考えられ、この値は債務者が「敷地ごとに震

源を特定して策定する地震動」の策定において考慮している宍道断層全体の平

 
3 Byerlee, J.D. (1978), Friction of rock, Pure and Applied Geophysics, Vol.116, pp.615-626. 
4 Lay, T. and Wallace, T.C. (1995), Modern Global Seismology, Academic Press. 
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均応力降下量よりはるかに大きい値である。 

 

５ そこで、ここでは、宍道断層について、アスペリティ上端深さは少なくとも

１ｋｍ程度まで浅くなる可能性があり、さらに保守性を踏まえると０．５ｋｍ

程度まで浅くなる可能性があると考え、アスペリティ上端深さを２ｋｍよりも

浅くしていき、敷地での地震動の短周期レベルの２ｋｍの場合に対する比を計

算してみた。 

結果を図４に示す。アスペリティ上端深さが浅くなるにつれて、短周期レベ

ルは大きくなっていき、アスペリティ上端深さが１ｋｍの場合は短周期レベル

が２ｋｍの場合の１．３倍程度、アスペリティ上端深さが０．５ｋｍの場合は

短周期レベルが２ｋｍの場合の１．６倍程度となることがわかる。 

このように、アスペリティ上端深さが浅くなるにつれて、敷地での地震動の

短周期レベルが大きくなり、より大きい地震動が作用する。すなわち、島根原

発は「浅部断層の影響が無視できない場合」すなわち「震源が敷地に極めて近

い場合」に該当することがわかる。参考までに断層から１０ｋｍ離れた地点に

ついても計算しているが、浅部断層の影響は小さい。 
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図４  宍道断層についてアスペリティ上端深さと敷地での地震動の短周期レベル

の比（上端深さが２ｋｍの場合に対する比） 

 

 

第３ 債務者が実施している野津（2006）を用いた検討について 

債務者は、深部断層（深さ２ｋｍ以上）に係る短周期側の地震動評価にお

いて遠地項のみを考慮しているところ、中間項および近地項の影響を考慮し

たとしても短周期側の地震動評価が過小評価となっていないことを野津

（2006）5の方法を用いて確認したとしているが、これはあくまでも深部断層

 
5 野津厚 (2006)，統計的グリーン関数法に近地項と中間項を導入するための簡便な方法，第 12 回

日本地震工学シンポジウム論文集，pp.190-193． 
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（深さ２ｋｍ以上）の影響について考慮したものであり、浅部断層の影響に

ついて検討していないのであるから、これをもって震源が敷地に極めて近い

場合の影響の検討ができているとはいえない。 

以 上 


